
平成３０年７月２０日 

 

男女共同参画推進センター指定管理者公募に係る質問への回答 

 

No 質問事項 回  答 

1 

１、使用料支払受付時間延長について 

平成 27年 6月より、火・金曜日 18

時までの使用料延長を実施している

が、年間12～13件で利用が少ないこと

から、費用対効果、労力を考え 以前

の5時までとしたいがどうか。 

ご質問の件については、「相模原市立男女共

同参画推進センター条例施行規則」第２条第

２項の規定に基づき、申請団体の判断により

ご提案をいただきたいと考えております。 

2 

２、備品使用料の徴収について 

部屋に設置していない備品に対し

て、備品使用料金を徴集して備品購入

積立金としたいがどうか。 

男女共同参画推進センターにおいては、備

品使用に係る附属設備、器具等の使用料を徴

収する条例上の規定はありませんので、ご質

問の件については実施できないものと考えて

おります。 

3 

３、講座資料代の徴収について 

講座などに関する資料代を徴集した

いがどうか。 

ご質問の件については、実費相当額を徴収

して差し支えないと考えております。 

なお、収支予算書を作成いただく際には、

募集要項P.18「３（１）収支予算書に記載し

ていただく主な事項」のうち、「ア（ウ）事業

の実施による収入」の科目に記載してくださ

い。 

4 

４、自動販売機設置について 

現在置かれている自動販売機の設置

申請をしたいが、目的外使用料金はい

くらか。 

自動販売機の設置面積を 1.2㎡と仮定した

場合の目的外使用料は、年額21,366円です。 

また、設置にあたっては、電気料金、水道

料金の実費負担金についても見込んでくださ

い（平成29年度実績35,457円）。 

なお、平成32年3月31日に市有財産の評

価替えを予定しているため、平成32年4月1

日以降は目的外使用料が変動する可能性があ

ります。 

5 

５、指定管理者募集要項の概要（P４）

に示されている２－（１）ウ・男女共

同参画に関する各種活動支援の「市民

ご質問の件については、募集要項P.4に記

載のとおり、「２（１）ア 男女共同参画の普

及啓発に関する事業」は、指定管理者の創意



企画講座の実施（年10本程度）を２－

（１）－ア・地域における男女共同参

画の促進（施策の方向１２）で対応し

たいがどうか。 

工夫による提案に基づく事業を期待するもの

で、「ウ 男女共同参画に関する各種活動支援」

における市民企画セミナーは、市民団体の応

募に応じて実施していただくため、アとウは

別事業としてご提案をお願いします。 

 


